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青年部長のシュプレヒコール決議案を読み上げる纐纈副委員長

第一波総決起集会をしめくくる団結ガンバロー

１１月９日（火）第三地連決起集会

１１月１０日（水）中央執行委員会

１１月１１日（木）第五地連決起集会

１１月１２日（金）第二地連決起集会、

第四地連決起集会

１１月１５日（月）第一地連決起集会

１１月１６日（火）区政会館座り込み

１１月１７日（水）東京清掃労働組合

第三波決起集会

（江戸川総合文化センター）

１１月１８日（木）中央委員会（予定）

１１月１９日（金）実力行使予定
１０月２８日拡大闘争委員会で報告・提案する染書記長

賃金確定闘争間最中である。▲夏枯れ？夏

休み？で３ヶ月ほど出せなかった「せいそう

労働者」もようやくエンジンがかかり、フル

稼働しているところである。かかる３ヶ月は

組合員の皆様に対し、御迷惑、および御心配

をかけて大変申し訳なく感じている次第です。

▲それにしても今回の勧告の２年連続での月

例給、一時金の引き下げは残念な話である。

云いたいことは多々あるが、この欄の名にし

たがって「ひとこと」言わしてもらう。▲単

純化して恐縮であるが、労働者の賃金が下が

れば、景気は回復せず、所得税を含めて税収

減になり、行政サービス等は低下し、公務員

賃金は下げられ、そして、民間労働者の賃金

はまた下げられ、税金や、年金等を払えない

人を作り出す…。という悪循環が続くことに

なる。そうした意味でわれわれの賃金確定闘

争は大げさに聞こえるかもしれないが、まさ

に全社会的な闘いの一環である。▲萎縮する

ことなく正々堂々と主張し闘おう

教宣部長 坂本 浩明

今後の主な日程

第9 3 6号せ い そ う 労 働 者（３）2 0 1 0年1 1月5日


